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農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の交付申請に関するＱ＆Ａ農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の交付申請に関するＱ＆Ａ

交付金の交付申請はどのように行うのですか。

国は、計画主体からの活性化計画及び交付対象事業別概要等の提出を受け

た後 交付金の交付対象計画を決定し その旨を計画主体に通知します 要、 、 。（

綱第４，要領第４）

交付対象計画の決定通知には、当該年度の交付金割当内示額（当該年度事

業費（国費 ）及び交付申請の期限を明示します。）

計画主体は国からの通知を受けた場合は、当該通知に定める期日までに、

交付要綱に基づく交付申請を行う必要があります （関連：交付要綱第７）。

交付申請は、割当額について申請することとしますが、仮に割当額の一部

について交付申請（以内申請）する必要がある場合は、当該申請が以内申請

となった理由及び残りの交付金についての交付申請予定時期を明記した書類

を添付してください。

国は計画主体から交付申請を受けた場合は交付要綱の定めるところに従

い、計画主体に対して交付決定通知を行います。
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複数の市町村等が共同で活性化計画を作成した場合は交付金の交付申請

はどのようになりますか。

活性化計画の作成は、都道府県又は市町村の単独作成だけではなく、例え

ば複数の市町村がそれぞれの有する地域資源の有効活用を図るため、互いに

連携を図り、漁業体験と林業体験を組み合わせ、必要となる施設を整備する

ことにより一体的な地域の活性化に取り組む場合など、都道府県と市町村及

び複数市町村の共同によることも可能です。

共同による場合は関係市町村が事業の推進体制等を十分検討、調整し、円

滑な事業の実施が可能となるように努めることが重要です。

なお、交付申請は、代表の市町村による場合以外に、個々の市町村がそれ

ぞれ申請することも可能ですが、この場合は交付決定がそれぞれ別になりま

すので、これを跨いだ交付金の融通ができなくなります。どのような形で申

請にするかは地域の実情を踏まえ関係地方公共団体間で調整の上、判断して

ください。

＜共同計画の場合の交付金の申請＞

活性化計画 ： Ａ県、ｂ町、ｃ村が共同で作成

交付金の交付例： 例１） 国 → 代表Ａ県 → ｂ町、ｃ村→ 事業実施主体

例２） 国 → ｂ町 → 事業実施主体

国 → ｃ村 → 事業実施主体

、 、 。注：例２の場合は 交付決定後にｂ町 ｃ村間の交付金の融通は行えません
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複数の活性化計画にかかる交付申請書を一括して申請することは可能で

すか。

同一の計画主体（都道府県又は市町村）が複数の活性化計画を作成し、こ

れに必要な交付金の交付申請を行う場合は、事務の効率化を図るため、これ

らを一本にまとめて申請することができます。

なお、一本の交付申請にまとめる場合にあっては、交付金の施設間・年度

間融通が同一の活性化計画内に限られることから、個々の活性化計画毎の内

訳を明確に区別する必要があります。

＜交付申請（複数計画分を一本で申請）＞

※ 申請書の作成イメージ

農林水産大臣 殿

○○県知事

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・○○円を交付されたく申請する。

記

（Ａ活性化計画分）

１ 事業の目的

２ 収支予算書

３ 地区別事業内容及び配分表

４ 事業の完了予定

５ 添付書類

（Ｂ活性化計画分）

１～４（Ａ計画と同様に整理） ※ ５ 添付書類は省略可

（総括表）

２収支予算書

一本での交付申請は、計画主体が同一である場合は、その作成年度に関係なく複数の活

性化計画分を一本で交付申請することができます。なお、交付申請を一本にまとめた場合

は、実績報告等についてもこの単位で行い、その内訳については交付申請と同様に明確に

する必要があります。
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附帯事務費とはどのようなものですか。

事業に係る事務であって、事業の実施、事業の推進、指導監督及び調査検

討に要する経費として都道府県附帯事務費及び市町村等附帯事務費を交付の

対象としています。

なお、都道府県、市町村の出先機関が当該事務を実施する場合も同様に対

象となります。

附帯事務費については、交付決定毎にハード事業費に下表の率を乗じた額

の２分の１以内とし、市町村等附帯事務費にあっては、市町村のほか、土地

改良事業を行う場合にあっては土地改良区等の事業主体に対して交付するこ

ととしています。附帯事務費の必要額は年度別事業実施計画書の所定の欄に

記入して頂くこととしています。

、 。なお 市町村が計画主体の場合は都道府県附帯事務費の交付はありません

＜附帯事務費率＞

都道府県が事業主体 市町村等が事業主体

都道府県附帯事務費 事業費の ％以内 事業費の ％以内 ②1.7 1.7

市町村等附帯事務費 ① － ② 以内（注２）

合 計 事業費の ％以内 事業費の ％以内 ①1.7 2.1

（ 、 ） 。注１ 附帯事務費 都道府県附帯事務費 市町村等附帯事務費 の交付率は２分の１です

２ 市町村等が事業主体の場合の市町村等附帯事務費率は、全体率２．１％から都道府

県附帯事務費分を除いた率となります。

例えば ア 都道府県附帯事務費率が１．１％の場合には、

市町村等附帯事務費率は１．０％以内

イ 都道府県附帯事務費率が１．７％の場合には、

市町村等附帯事務費率は０．４％以内

３ 附帯事務費は年度毎、交付決定単位毎に上記の範囲内であることが必要です。

１年目 ２年目 合 計

100 100 200事業費

2.1 2.1 4.2附帯事務費

年度毎に事業費 ％の範囲内であることが必要2.1
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消費税も交付の対象ですか。

事業を実施する過程では消費税法に基づき消費税相当額を含む支払が行わ

れることとなりますが、事業実施主体によっては確定申告の際に当該消費税

相当額を、仕入れに係る消費税額として税務署に納める消費税納付額から控

除できる場合があります。

このため、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金については、消費税の

課税事業者が事業実施主体となる場合であって、仕入税額控除の対象となる

消費税相当額が明らかな場合には、この仕入税額控除対象額を除いた額につ

いて交付決定を行うこととしています。

ただし、実績報告の段階で仕入税額控除の対象となる消費税相当額が明らか

になる場合には実績報告でこれを交付金額から減額して報告して頂くことと

し、実績報告の時点においても確定しない場合は国は消費税額を含む額によ

り交付金額の確定を行いますが、仕入税額控除対象額が確定した段階でこの

国費相当額を国に返還することとしています。

＜消費税の取扱い＞

消費税の課税事業者：基準期間の課税売上高（消費税が課税される売上高） 万円を超1,000

える事業者又は課税事業者を選択した者 （簡易課税の適用を受けて。

いる者を除く）

（例えば農協、漁協、農業生産法人等が、基準期間の売上額によっ

ては該当することになります。また、地方公共団体であっても特

別会計で事業を行う場合は該当する場合があります）

課税事業者は税務署に申告し、消費税及び地方消費税を納めることとなります

納税額は、基本的に売上げに対する預かった消費税等から、仕入れや経費に対

する支払った消費税等を差し引いて計算されます。従って仕入れや経費に対す

る消費税額が大きい場合は差額が還付されることになります。

、 、このように 納税額から仕入れに係る消費税額を控除できることとなっていることから

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金は当該消費税額を除いた額を交付。あるいは後に

精算、返還を行うこととしています。


